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大田原市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

平成３０年２月２６日提出 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄   



大田原市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

大田原市法定外公共物管理条例（平成１４年条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中 

「 
  

 

電柱・支柱 １本１年につき ３６０ 

電柱・電話柱 １本１年につき ３２０ 
 

 

  
」 

を 

「 
  

 

電柱・支柱 １本１年につき ３５０ 

電話柱・支柱 １本１年につき ３２０ 
 

 

  
」 

に、 

「 
  

 
広告塔 表示面積１平方メートル１年につき １,１００ 

  

  
」 

を 

「 
  

 
広告塔 表示面積１平方メートル１年につき ９６０ 

  

  
」 

に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


